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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程には，機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科，情報工学科，環境都市工学科の

５学科が設置されている（資料２－１－①－１）。また，人文・自然科学系の科目の教育を担当する

人文学系と基礎学系が設置されている（資料２―１―①―２）。 

機械工学科は，情報，制御･電子等の分野にまでその境界の拡張が迫られている機械工学の背景を

ふまえ，ハードウエアの設計･製作に関する知識だけでなく，エレクトロニクスやコンピュータの応

用も取り入れた教育課程によって，ものづくりに必要な創造的設計手法を理解し，システム開発に対

応できる技術者の育成を目的としている。 

電気電子工学科は，電子・情報通信・コンピュータ・材料・計測・制御・電気機器・エネルギーな

ど，現代の高度化技術社会の基礎になる，多様な分野を対象にした教育を行っている。低学年から情

報処理教育を取り入れ，工学概論や課題研究，実験実習などの少人数教育を重視し，創造力が豊かで

次世代の産業社会を担うことができる技術者の育成を目的としている。 

電子制御工学科では，計算機工学と制御工学を核とし電子工学，機械工学などを統合した電子制御

工学の教育を行うため，実験・実習，設計製図などを多く取り入れた教育課程によって，制御システ

ムの開発に対応できる技術者の育成を目的としている。 

情報工学科では，計算機工学，ソフトウエア工学，通信工学などの基礎的な分野とともに，ネット

ワーク，人工知能，画像処理などの計算機応用工学を取り入れた教育課程によって，総合的な情報処

理システムの知識を備えた技術者の育成を目的としている。 

環境都市工学科では，構造力学，水理学，土質力学，情報処理を基礎とし，生態環境工学，水環境

学等の環境工学を講義と演習，実験・実習を通して理解を深める教育課程によって，自然環境の保全

や安全で快適な都市の創成などの要望に応えられる技術者の育成を目的としている。 

これらの５学科及び基礎教育を担う人文学系，基礎学系は，本校の教育方針に基づいた準学士課程

の学習・教育目標（資料２－１－①－３）に沿った学科・学系の目的を掲げて教育を行っている。各

学科・学系の教育目的から準学士課程の学習・教育目標の４項目に該当する部分を抜粋して示す（資

料２－１－①－４）。 

 

資料２－１－①－１ 

木更津工業高等専門学校学則 

第３章 学科，学級数，入学定員及び教職員組織 

 （学科，学級数及び入学定員） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学   科 学  級  数 入 学 定 員 

機 械 工 学 科 １ 40人 

電 気 電 子 工 学 科 １ 40人 

電 子 制 御 工 学 科 １ 40人 

情 報 工 学 科 １ 40人 

環 境 都 市 工 学 科 １ 40人 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集102頁） 
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資料２－１－①－２ 

機構図 

 

（出典 学校要覧2005 ３頁） 
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資料２－１－①－３ 

準学士課程の学習・教育目標 

 

準学士課程では，教養ある社会人としての技術者の育成として，自主自立の精神と国際的視野

を持ち， 

１) 基礎学力と工学に関する基礎的な知識 

２) 行動と実践に基づく柔軟な発想力と創造力 

３) 倫理的・美的価値への感受性 

を備え，他者と共同して社会に貢献できる問題発見・解決型の技術者をめざして，以下の４点

の側面から学習・教育目標を設定しています。 

１．人間形成  

健康な身体と精神を培い，社会に貢献するすぐれた人間として，幅広い教養をもとに，技術者

としての責任を自覚し，その使命を実行しうる技術者。 

(1) 豊かな人間性と健康な心身を培う。 

(2) 深く社会について理解し，広い視野が持てるよう，豊かな教養を身につける。 

(3) 技術が自然や社会に及ぼす影響・効果を理解し，技術者としての責任を自覚する。 

 

２．科学技術の修得 

自らの専門とする科学技術についてその基礎となる理論及び原理を十分に理解し，積極的に活

用しようとする技術者。 

(1) 数学および自然科学の基礎知識とそれらを用いた論理的思考能力を身につける。 

(2) 専攻する学科の専門分野の知識と能力を身につける。 

(3) 実験・実習を通して，ものづくりに必要な力を身につける。 

 

３．コミュニケーション能力 

高度情報化社会に対応し，自らの考えを状況に応じて的確に表現しうる技術者。 

(1) 日本語の記述能力を身につける。 

(2) 英語によるコミュニケーション基礎能力を身につける。 

(3) 情報技術を使いこなし，発表・討論ができる能力を身につける。 

  

４．創造力 

自ら工夫して新しいものを造り出す問題発見・解決型の技術者。 

(1) 一般特別研究や卒業研究などを通して，修得した知識や技術をもとに創造性を発揮し，問

題を発見し，解決する能力を身につける。 

（出典 学生便覧３頁） 
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資料２－１－①－４ 

準学士課程の学習・教育目標と各学科・学系の教育目的の整合性 

準学士課程 

学習･教育目

標 

各学科・学系の教育目的 

１．人間形成  人文学系：国語，社会，保健・体育，外国語等の教育を通じ，心身の鍛練と

並行しつつ，～中略～国際的視野を持たせ，倫理的・美的価値への感受性を

育むことにより，教養ある社会人としての基礎力の養成をめざす。 

２．科学技術

の修得 

機械工学科：材料・材料力学分野，熱流体分野，生産システム分野，計測制

御分野等の基礎科目に加えて，実験･実習，設計･製図，コンピュータに関す

る教育を行い～～略～ 

電気電子工学科：電子・情報通信・コンピュータ・材料・計測・制御・電気

機器・エネルギーなど，現代の高度化技術社会の基礎に係わる教育を行い，

～略～ 

電子制御工学科：制御工学を中心として，電気工学，電子工学，機械工学，

情報処理工学，計算機工学などの広範囲な基礎科目に関する教育を行い，～

略～ 

情報工学科：情報処理の基本技術である計算機ハードウェアとソフトウェア

技術を中心に，インタフェース技術・情報通信技術・制御技術などの関連分

野の教育を行い～略～ 

環境都市工学科：構造力学，水理学，土質力学，情報処理等の基礎科目に加

え，生態環境工学，水環境学等の環境工学の教育を行い，～略～ 

基礎学系：数学，物理学，化学等の自然科学系一般科目の基礎教育および専

門基礎教育を通じ，論理的思考能力と実験・観察の技術を身につけ，最新の

科学技術の基礎となる理論と原理が理解できるようになることをめざす。 

３．コミュニ

ケーション能

力 

人文学系：国語，社会，保健・体育，外国語等の教育を通じ，心身の鍛練と

並行しつつ，日本語および特に英語でのコミュニケーション能力を養成し，

～略～ 

４．創造力 機械工学科：～略～ものづくりに必要な創造的設計手法を理解し，システム

開発に対応できる問題発見・解決型の技術者の育成をめざす。 

電気電子工学科：～略～創造力が豊かで次世代の産業社会を担うことができ

る問題発見・解決型の技術者の育成をめざす。 

電子制御工学科：～略～制御システムの開発に対応できる問題発見・解決型

の技術者の育成をめざす。 

情報工学科：～略～総合的な情報処理システムの知識を備えた問題発見・解

決型の技術者の育成をめざす。 

環境都市工学科：～略～自然環境の保全や安全で快適な都市の創成などの要

望に応えることのできる問題発見・解決型の技術者の育成をめざす。 
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程には，機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科，情報工学科，環境都市工学科の

５学科が設置されている。さらに人文・基礎学系を含めた５学科２学系が，教育方針に沿った学習・

教育目標をふまえて目的を定め，教育を実施する体制となっている。教育指導においては，少人数授

業，個別指導，パソコンなどを活用した講義や実験等を積極的に行い，特に実験・実習を重視し実践

的な技術を修得できるようになっている。以上のことから，学科の構成は，教育の目的を達成する上

で適切なものとなっている。 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校は専攻科を設置している。専攻科は，機械・電子システム工学専攻，制御・情報システム工学

専攻，環境建設工学専攻の３専攻から成る。また，英語や技術者倫理，応用自然科学等の科目の教育

は人文・基礎学系が担っている。 

 

機械・電子システム工学専攻では，機械，電気電子の各分野に高い技術及び実践力を有する高度な

技術者及び両専門分野を融合した柔軟性のある研究･技術開発能力を兼ね備えた，先端技術に対応で

きる中核的･指導的技術者育成をめざしている。 

制御・情報システム工学専攻では，情報処理技術を基礎として，意思決定技術，ソフトウェア技術，

通信技術，制御技術及びメカトロニクス技術に係わる教育指導を行い，創造的，実践的な制御システ

ムに対応できる中核的･指導的技術者育成をめざしている。 

環境建設工学専攻では，社会的に深刻となっている環境や都市などの高度で広域化した問題に柔軟

に対応できる思考力と創造力を併せ持つ技術者を育成するとともに，これらの問題に対応した研究開

発ができる中核的･指導的技術者育成をめざしている。 

これらの３専攻は，教育方針に基づいた専攻科課程の学習・教育目標（資料２－１－②－２）に沿

った学科・学系の目的を掲げて教育を行っている。各専攻の教育目的及び人文・基礎学系の教育目的

から専攻科課程の学習・教育目標の４項目に該当する部分を抜粋して示す（資料２－１－②－３）。 

 

資料２－１－②－１ 

木更津工業高等専門学校学則 

第7章 専攻科 

 （専攻及び入学定員） 

第39条 専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

専      攻 入学定員 

機械・電子システム工学専攻 

制御・情報システム工学専攻 

環境建設工学専攻 

８人 

８人 

４人 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集107頁） 
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資料２－１－②－２ 

専攻科課程の学習・教育目標 

 

専攻科課程では，自らがよって立つ所の深い専門性に加え，学際的領域に関する素養と国際化

に対応できる能力を身につけた，質の高い実践的技術者の育成として自主自立の精神と国際的

視野を持ち， 

１) 複合領域の知識を結び付ける研究・開発能力 

２) 国際化や高度情報化に柔軟に対応できる基礎能力 

３) 技術者としての社会的責任と倫理の自覚 

を備え，他者と共同して社会に貢献できる開発研究型の技術者をめざして，以下の４点の側面

から学習・教育目標を設定しています。 

 

１．人間形成 

健康な身体と精神を培い，社会に貢献するすぐれた人間として，幅広い教養をもとに，技術者

としての責任を自覚し，その使命を実行しうる技術者。 

(1) 豊かな人間性と健康な心身を培う。 

(2) 技術が自然や社会に及ぼす影響・効果を理解し，技術者としての責任を自覚する。 

 

２．科学技術の修得と応用 

自らの専門とする科学技術についてその基礎となる理論および原理を十分に理解し，境界領域

にもすすんで活躍しうる技術者。 

(1) 数学および自然科学の基礎知識とそれらを用いた論理的思考能力を身につける。 

(2) 最も得意とする専門分野の知識と能力を身につける。 

(3) 異なる技術分野を理解し，得意とする専門分野の知識と複合する能力を身につける。 

(4) 実験・実習を通して実践的技術を身につける。 

 

３．コミュニケーション能力 

国際化および高度情報化社会に柔軟に対応し，自らの考えを状況に応じて的確に表現しうる技

術者。 

(1) 日本語の記述能力を身につける。 

(2) 情報技術を使いこなし，日本語による発表・討論ができる能力を身につける。 

(3) 国際的に通用するコミュニケーション基礎能力を身につける。 

 

４．創造力 

自ら工夫して新しいものを造り出す研究開発型の技術者。 

(1) 特別研究などを通して，修得した知識をもとに創造性を発揮し，自発的に問題を解決する
能力を身につける。 

（出典 学生便覧５頁） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科課程には，機械・電子システム工学専攻，制御・情報システム工学専攻，環境建設工学専攻

の３専攻が設置されており，各専攻が教育方針に沿った学習・教育目標をふまえて教育目的を定め，

教育を実施する体制となっている。専攻科では，準学士課程より一歩踏み込んだ専門教育とともに，

専門外分野の共通科目などを多数取り入れることで，広い視野で問題を捉えることができる技術者の

育成を行っている。これらのことから，専攻科の構成は，教育の目的を達成する上で適切なものとな

っている。 

 

観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

全学的なセンターとしてネットワーク情報センターが設置されている（資料２－１－①－２，資料

２－１－③－１，資料２－１－③－２，資料２－１－③－３）。これは，準学士課程及び専攻科課程

資料２－１－②－３ 

専攻科課程の学習・教育目標と各専攻の教育目的の整合性 

専攻科課程 

学習･教育目

標 

各専攻の教育目的 

１．人間形成 人文学系：～略～国際的視野を持たせ，倫理的・美的価値への感受性を育む

ことにより，教養ある社会人としての基礎力の養成をめざす。 

２．科学技術

の修得 

機械・電子システム工学専攻：機械工学と電気電子のそれぞれの分野に高い

技術力と，両方の専門分野を融合した柔軟性のある研究・技術開発能力を兼

ね備えた～略～ 

制御・情報システム工学専攻：情報処理技術を基礎として，意思決定技術，

ソフトウェア技術，通信技術，制御技術やメカトロニクス技術に関わる教育

を行い，～略～ 

環境建設工学専攻：社会的に深刻となっている環境や都市などの高度で広域

化した問題に柔軟に対応できる～略～ 

基礎学系：数学，物理学，化学等の自然科学系一般科目の基礎教育および専

門基礎教育を通じ，論理的思考能力と実験・観察の技術を身につけ，最新の

科学技術の基礎となる理論と原理が理解できるようになることをめざす。 

３．コミュニ

ケーション能

力 

人文学系：～略～日本語および特に英語でのコミュニケーション能力を養成

し，～略～ 

４．創造力 機械・電子システム工学専攻：～略～柔軟性のある研究・技術開発能力を兼

ね備えた先端技術に対応できる実践的専門技術者の育成を目指す。 

制御・情報システム工学専攻：～略～創造的，実践的な制御システムに対応

できる実践的専門技術者の育成を目指す。  
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の学習教育目標「３．コミュニケーション能力」における情報技術を使いこなす技術を身につけるた

めに重要な施設である。ネットワーク情報センター及びその管理下である特別教室（資料２－１－③

－２，資料２－１－③－４）には，各種アプリケーションを導入したパソコンが１クラスの人数分以

上完備されている。これは，各学科の授業に活用されるほか，実験や卒業研究，また授業時間外に学

生が自学自習するために，授業時間外に開放されている（資料２－１－③－５，資料２－１－③－６，

資料２－１－③－７）。 

 

 

資料２－１－③－１ 

木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則 

 第１章 総則 

（ネットワーク情報センター及びその長） 

第 15条 本校にネットワーク情報センターを置く。ネットワーク情報センターの運営その他

必要な事項は，別に定める。 

２ ネットワーク情報センターにセンター長及び副センター長を置く。センター長は，教授又

は助教授をもって充て，副センター長は，教授，助教授又は専任講師をもって充てる。 

３ センター長及び副センター長は，校長が任命し，任期は２年とする。 

４ センター長は，ネットワーク情報センターの管理運営に関することを総括し，副センター

長は，センター長を補佐する。 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集203頁） 
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資料２－１－③－２ 

木更津工業高等専門学校ネットワーク情報センター運営規程 

 

第 1条 木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則第 15条第 1項に基づき，本校

のネットワーク情報センターの運営その他必要な事項について定める。 

第 2条 ネットワーク情報センターは，本校の共同利用施設として，校内・外ネットワークシ

ステムを円滑かつ効率的に運用し，教育・研究・事務及び課外活動に資することを目的とす

る｡ 

第3条 ネットワーク情報センターは，次の業務を行う｡ 

(1)  教育用電子計算機（ホストマシン，大容量記憶装置，高性能プリンタ，プロッタ，共
通ソフト等）の維持管理に関すること｡ 

(2)  共通施設設備（視聴覚室，特別教室，特別教室準備室等）の維持管理に関すること｡ 
(3)  校内外ネットワーク施設（ターミナルサーバ，トランシーバ等を含む）の維持管理に
関すること｡ 

(4)  共通ソフトの開発及びフォーマットの取り決めに関すること｡ 
(5)  共通データベースの構築に関すること｡ 
(6)  利用者に対するサービス，教育体制に関すること｡ 
(7)  その他ネットワーク情報センター長が必要と認める業務に関すること｡ 

第4条 ネットワーク情報センターに次の職員を置く｡ 

(1) 副センター長 
(2) 事務系職員 

２ 副センター長は，専任教員のうちから，センター長の推薦に基づき任命し，任期は２年と

する。 

３ 副センター長は，センター長を補佐し，ネットワーク情報センターの業務に従事する｡ 

４ 職員は，別に定めるところによるほか，ネットワーク情報センター長の命を受け，ネット

ワーク情報センターの業務に従事する｡ 

第５条 ネットワーク情報センターの利用，その他必要な事項については，ネットワーク情報

センター運営部会の議を経て，センター長が定める。 

～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集702頁） 
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資料２－１－③－４ 

学校要覧における特別教室紹介 

 
（出典 学校要覧2005 23頁） 

資料２－１－③－３ 

学校要覧におけるネットワークセンター紹介 

 

（出典 学校要覧2005 22頁） 
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資料２－１－③－５ 

       木更津工業高等専門学校ネットワーク情報センター利用細則 

 (趣旨) 

１ この細則は，木更津工業高等専門学校ネットワーク情報センター運営規程第 5条に基づ

き，木更津工業高等専門学校ネットワーク情報センター（以下「センター」という。）の利用

について定めるものとする。 

 （利用の範囲） 

２ センターの利用は，次の各号に該当するものとする。 

(1) 学生の授業及びこれに伴う演習 

(2) 学生の実験及び卒業研究に関するもの 

(3) 教職員の学術研究に関するもの 

(4) その他，センター長が認めたもの  

 （利用者の資格） 

３ センターを利用することができる者は，次の各号に該当するものとする。 

(1)  本校の教職員 
(2)  本校の学生 
(3)  その他，センター長が認めた者 

 （利用の手続） 

４ センターを利用しようとする者は，あらかじめセンターに届出なければならない。ただ

し，学生の授業に関するものについては，指導する教員がセンター及び教務係に届出なけれ

ばならない。 

 （利用時間） 

５ センターの利用時間は次のとおりとする。 

(1) ネットワーク及びホストマシンは，原則として24時間利用することができる。 
(2) 演習室端末の利用は，月曜日から金曜日まで，8時50分から17時までとする。 
(3) 前項に定める時間以外の学生の使用は，必ず教職員の指導のもとで行うこととする。 

 （利用承認の取消） 

６ センター長は，利用者がこの細則に違反し，またセンターの運営に重大な支障を及ぼした

場合には，センターの利用を一時停止または承認を取り消すことができる。 

 （雑則） 

７ この細則に定めるもののほか，センターの利用に関し必要な事項は別に定める。 

～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集703頁） 
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資料２－１－③－６ 

       ネットワーク情報センターおよび特別教室利用状況（アクセス数） 

 
（出典 ネットワーク情報センター2006年２月９日～13日アクセスログ） 
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（分析結果とその根拠理由）  

全学的なセンターであるネットワーク情報センター及びその管理下である特別教室は，全学科の専

門及び一般科目の授業で使用されている。ネットワーク情報センターは授業による使用時間外は学生

に開放されており，自学自習の場となっている。アクセス数を調べた週は２年生がスキー合宿で不在

であったため，授業によるアクセス数は少ない。しかし，年間を通して91時間授業に使用されており，

資料２－１－③－７ 

ネットワーク情報センター及び特別教室利用状況（授業使用） 

 
曜
日 

教
室 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限 ８時限 

ネ D4工業解析 M1情報処理Ⅰ E1情報処理 D4電子計算機Ⅱ 

月 

特 
M1 

英語Ｂ    
D1 

英語Ｂ 
E1 

英語Ｂ 
C1 

英語Ｂ 
J1 

英語Ｂ   

ネ M2情報処理Ⅱ 開放 

火 

特 
C2 

英語Ｂ 

E2 

英語Ｂ 

M2 

英語Ｂ 

J2 

英語Ｂ 

D2 

英語Ｂ 
     

ネ D2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技法 開放 M3 情報処理Ⅲ 開放 

水 

特 
E2 

英語Ｂ 
   

D2 

英語Ｂ 

M2 

英語Ｂ 

J2 

英語Ｂ 

C2 

英語Ｂ 
  

ネ E4ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ工学 開放 
E2 

工学基
礎演習 

開放 

木 

特 
J1 

英語Ｂ 

M1 

英語Ｂ 

E1 

英語Ｂ 

C1 

英語Ｂ 

D1 

英語Ｂ 
   

前

期 

金 ネ C2情報処理入門  開放 C5情報処理Ⅲ 

ネ D2工業解析 C1情報処理入門 C4数値解析 D4電子計算機Ⅱ 

月 

特 
M1 

英語Ｂ 
  

D1 

英語Ｂ 

E1 

英語Ｂ 

J1 

英語Ｂ 
  

C1 

英語Ｂ 

火 ネ E3情報処理演習 M1情報処理Ⅰ E1情報処理 授業時間外開放 

ネ D2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技法 C3情報処理Ⅰ 開放 

水 

特 
M2 

英語Ｂ   
E2 

英語Ｂ 

J2 

英語Ｂ   
C2 

英語Ｂ 

D2 

英語Ｂ 

ネ D2製図 M2情報処理Ⅱ 開放 授業時間外開放 

木 

特 
M1 

英語Ｂ 

J1 

英語Ｂ 

D1 

英語Ｂ 

E1 

英語Ｂ 

C1 

英語Ｂ    

ネ D3情報処理 開放 C4情報処理Ⅱ E4ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ工学Ⅱ 

後

期 

金 

特   
D2 

英語Ｂ 

E2 

英語Ｂ 

C2 

英語Ｂ 

J2 

英語Ｂ   
M2 

英語Ｂ 

ネ：ネットワーク情報センター，特：特別教室，M：機械工学科，E：電気電子工学科， 

D：電子制御工学科，J：情報工学科，C：環境都市工学科，＊科の記号後の数字は学年 

（出典 2005年度授業時間割より抜粋） 
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準学士課程及び専攻科課程の学習教育目標の「２．科学技術の習得」及び「３．コミュニケーション

能力」の目標達成に十分活用されている。また，授業が６時限までの火曜と木曜は授業時間外のアク

セス数が100近いことからもレポート作成などの自学自習に活用されていることが分かる。 

 以上のことから，ネットワーク情報センターは教育の目標を達成する上で適切に設置・運用されて

いる。 

 

観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

（観点に係る状況）  

 本校には，教育課程全体を企画調整するための体制として，運営協議会を設置しており，2005年度

には16回開かれた。（資料２－２－①－１，資料２－２－①－２）運営協議会が合議決定する校務の

中でも特に運営の重要事項で学生の教育にかかわるものについての審議・諮問機関として，教官会議

が行われている。（資料２－２－①－３）運営協議会からの諮問に対し，答申・建議するために各委

員会が設置されている。（資料２－２－①－４） 

 運営協議会の諮問に対し，主に組織及び管理運営の改善方策にかかわるものについて答申・建議す

る委員会として，将来構想検討委員会が設置されており，2005年度には４回開かれた。（資料２－２

－①－５，資料２－２－①－６）また，主に教育課程にかかわるものについて答申・建議する委員会

として，教務委員会が設置されており，2005年度には13回開かれた。（資料２－２－①－７，資料２

－２－①－８）教育課程の中でも特に専攻科に特有な事項を審議する委員会として専攻科委員会が設

置されており，2005年度には14回開かれた。（資料２－２－①－９，資料２－２－①－10） これら

の委員会の組織図及び意思決定の流れを資料２－２－①－11に示す。各委員会における人員配置を示

す役職者名簿を資料２－２－①－12に示す。 

資料２－２－①－１ 

木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則 

第３章 審議機関 

（運営協議会） 

第 23条 本校の校務の執行に関する重要事項について合議決定するため，本校に運営協議会

を置く。 

２ 前項の重要事項のうち，学生の教育にかかわるものであって，あらかじめ教官会議の議を

経ることが適当であると運営協議会が認めたものについては，案を付してこれを校長が教官

会議に諮問するものとする。 

３ 運営協議会は，校長，教務主事，学生主事，寮務主事，専攻科長，事務部長，各学科主任

及び各学系主任をもって構成し，校長が主宰する。 

４ 運営協議会の運営に関する必要な事項は，別に定める。 

５ 運営協議会の事務は，庶務課において処理する 

～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集204頁） 
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資料２－２－①－２ 

運 営 協 議 会 議 事 要 旨 

 
１．日 時 平成１８年２月２日（木）１０：４５～１２：２０ 
２．場 所 第２会議室 
３．議 事 
  ◎協議題 
   １．本科成績評点・評定の改定（案）について 
     ～省略～ 
   ２．学修単位導入に関する学則の一部改正（案）について 
      ～省略～ 
   ３．平成１８年度非常勤講師採用予定者について 
      ～省略～ 
   ４．平成１７年度修了証書・卒業証書授与式及び祝賀会実施要項（案）について 
      ～省略～ 
  ◎連絡・報告事項 
    １．２年生スキー合宿研修の報告について 
       ～省略～ 
    ２．平成１８年度寮友会役員について 
       ～省略～ 
  ◎その他 
   ～省略～ 

（出典 2005年度第 16回運営協議会議事要旨） 
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資料２－２－①－４ 

木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則 

第３章 審議機関 

（委員会） 

第 28条 本校に運営協議会の諮問に応じて答申し，これに建議するため，本校に次に掲げる

委員会を置く。 

(1) 入試委員会 

(2) 教務委員会 

(3) 学生委員会 

(4) 寮務委員会 

(5) 専攻科委員会 

(6) 将来構想検討委員会 

(7) 総合情報メディア委員会 

(8) 国際交流委員会 

２ 前項に定める委員会の外，必要に応じ，委員会を置くことができる。 

３ 各委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集205頁） 

資料２－２－①－３ 

木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則 

第３章 審議機関 

 （教官会議） 

第 22条 本校の運営に関する重要事項であって学生の教育にかかわるものについて審議し，

教員の教育研究活動に必要な情報について連絡し，及び本校における校務の執行について総

括的に評価するため，本校に教官会議を置く。 

２ 校長は，次の各号に掲げる事項を決定しようとする場合には，あらかじめ教官会議に諮問

するものとする。 

(1) 入学者の選考基準 

(2) 学業成績の評価基準 

(3) 学生の賞罰基準 

(4) 学生に対する教育指導方針 

(5) 学校の運営に関する基本的な規則等の制定又は改廃 

３ この会議は，校長及び専任教員をもって構成し，議長は，校長及び主事以外の教員の互選

によって定める。 

～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集204頁） 
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資料２－２－①－５ 

木更津工業高等専門学校将来構想検討委員会規則 

 
（趣旨） 
第１条 この規則は，木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則（昭和 56 年４月
１日規則第１号）第 28 条第３項の規定に基づき，将来構想検討委員会（以下「委員会」とい
う。）に関し，必要な事項を定める。 
（審議事項） 
第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
(1) 学科の設置及び改組等に関すること。 
(2) 組織及び管理運営の改善方策に関すること。 
(3) 施設・設備の整備及び充実に関すること。 
(4) その他将来構想等に関すること。 
（組織等） 
第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 
(1) 教務主事 
(2) 学生主事 
(3) 寮務主事 
(4) 各学科主任，学系主任及び専攻科長 
(5) 事務部長 
(6) 庶務課長，会計課長及び学生課長 
(7) その他校長が必要と認めた者 
２ 委員会の委員は，校長が委嘱する。 
３ 第１項第７号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員が，その職務を代行する。 
（委員以外の者の出席） 
第 5 条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を
聴くことができる。 
～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集227頁） 
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資料２－２－①－６ 

将来構想検討委員会議事要旨 

 
１．日 時 平成１８年３月９日（木）１０：４５～１３：１５ 
２．場 所 第２会議室 
３．議 事 
  ◎協議題 
   １．平成１９年度概算要求について 

       委員長から，各事業に対する要求事項を検討する旨，発議があり，各事業ごとに要求

担当者から，説明を受けて審議した結果，以下のとおり要求することに決定した。 
～中略～ 
   ２．環境に配慮した取組について 
   委員長から，機構の環境方針を参考に本校の環境方針（案）を作成した旨，説明があ

り，了承された。また，環境目的及び目標，環境報告書を作成するため，ワーキンググ

ループを設置し検討する旨，提案があり，了承された。これに伴い，各学科・学系，各

課から１名推薦し，３月１５日までに会計課長へ報告するよう依頼があった。 
 

（出典 2005年度第 13回将来構想検討委員会議事要旨） 
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資料２－２－①－7 

木更津工業高等専門学校教務委員会規則 

 
 （趣旨） 
第１条 この規則は，木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則（昭和 56 年４月
１日規則第１号）第 28 条第３項の規定に基づき，教務委員会（以下「委員会」という。）に
関し，必要な事項を定める。 
 （審議事項） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 
(1) 教育課程及び授業時間割並びに年間行事計画に関すること。 
(2) 試験及び評価その他履修に関すること。 
(3) 学校行事（学生委員会が所掌する事項を除く。）に関すること。 
(4) その他教務に関すること。 
（組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 教務主事 
(2) 教務主事補 
(3) 学科・学系から選出された教員各１名 
２ 委員会の委員は，校長が委嘱する。 
３ 第１項第３号に掲げる委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
（委員以外の出席） 
第５条 委員会が必要と認めた場合は，委員以外の者を委員会に出席させその意見を聴取する

ことができる。 
～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集223頁） 
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資料２－２－①－８ 

平成17年度 第13回教務委員会 議事要旨 

 日 時： 平成 18年 3月 28日（火）15：20～16：00 
 場 所： マルチメディア講義室 B 
 出席者： 角田教務主事，岡本主事補，鴇田主事補， 
      小澤委員（代理：岩崎教員），鈴木道治委員（代理：金子教員）， 
      内田委員，栗本委員，佐藤委員，黒田教員， 
      椎名課長，木村係長（以上 11名） 
 欠席者： 鬼塚主事補（出張のため） 
 議 事： 
 １．学生の身分異動について 
～省略～ 
 ２．学業成績審査規程等の改正について 
～省略～ 
 ３．その他 
 ～省略～ 
 以上 

（出典 2005年度第 13回教務委員会議事要旨） 
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資料２－２－①－９ 

木更津工業高等専門学校専攻科委員会規則 

 
（趣旨） 
第１条 この規則は，木更津工業高等専門学校の組織及び運営に関する規則（昭和 56 年４月
１日規則第１号）第 28 条第３項の規定に基づき，専攻科委員会（以下「委員会」という。）
に関し，必要な事項を定める。 
（所掌事項） 
第２条 委員会は，専攻科に関する特有な事項を審議する。 
（組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 専攻科長 
(2) 副専攻科長 
(3) 各専攻主任 
(4) その他校長が必要と認めた者 
２ 委員会の委員は，校長が委嘱する。 
３ 第１項第４号に掲げる委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
（委員以外の出席） 
第５条 委員会が必要と認めた場合は，委員以外の者を委員会に出席させその意見を聴取する

ことができる。 
～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集226頁） 
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資料２－２－①－10 
専攻科委員会（平成１７年度第１４回）議事要旨 

 
 日 時：平成１８年３月２８日（火）１５：１０～１７：０５ 
 場 所：第２会議室 
 出席者：天摩(科長)，小田(Ｍ)，上原(Ｅ)，橘川(Ｄ)（高上委員の代理）， 

     増田(Ｊ)，高橋(Ｃ)，石川(副科長)，矢野課長補佐 
 資 料 
  1.前回議事要旨 
  2.実力認定試験結果 
  3.平成１６年度専攻科入学者英語力JABEE認定結果 
  4.平成１７年度業務実績状況調査と自己評価の検討資料 

  5.学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ 
  6.平成１８年度専攻科入学者一覧 
  7.平成１７年度専攻科特別研究ポスター製作・掲示の状況報告 
  8.平成１８年度入学式等日程表 
  9.専攻科におけるインターンシップの実施要項（試案） 
  10.平成１７年度電気学会東京支部千葉支所研究発表会資料 

  11.平成１７年度専攻科研究発表補助費支出済み一覧 
  12.平成１７年度第２回関東信越地区国立高等専門学校専攻科長連絡会資料 
  13.平成１７年度教育改善：カリキュラム見直しのコンセプトと科目内容（専攻科分） 
  14.日本高専学会「論文奨励賞」の創設について 
  15.専攻科連絡会（学年末）の配付資料 
  16.専攻科修了にあたり原稿執筆のお願い 

 議事要旨確認 
  資料通り確認した。関連して，科長から２点補足があった。 
 １）議事６ 教員の個人調書，教育研究業績の提出依頼は延期されている。 
 ２）議事７ パンフレットについては，英文和文併記にするため，４～５月に作成する。 
 
 議 事： 

 １．JABEE修了認定について 
～省略～ 
 ２．中期計画の平成H１７年度業務実績状況調査と自己評価（資料４） 
 ～省略～ 
 ３．JABEE認証評価等の関連事項 
 ～省略～ 

 ４．平成１８年度専攻科入学予定者と学生在籍動向 
 ～省略～ 
 ５．平成１８年度専攻科年度始め日程と業務 
～省略～ 
 ６．専攻科インターシップ実施要項（試案） 
 ～省略～ 

 ７．専攻科生の表彰について 
～省略～ 
 ８．専攻科生の研究発表補助費 
 ～省略～ 
 ９．その他 
～省略～ 

 次回は，４月５日（水）１５時～ 
 以上 

（出典 2005年度第14回専攻科委員会議事要旨） 
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資料２－２－①－11 
教育課程の企画調整における検討・運営体制組織図・意思決定の流れ 

 

諮問→  

←審議・確認 
教官会議 

 

    

    

 諮問→   

 

 ←答申・建議 
教務委員会 

   

      

 諮問→   

 ←答申・建議 
専攻科委員会 

  

連
携 

      

 諮問→    

運
営
協
議
会 

 ←答申・建議 
将来構想検討委員会 

   

 
（出典 木更津工業高等専門学校規則集内容より作図） 
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資料２－２－①－12 

平成18年度学内役職者一覧 

平成 18年 4月1日現在  

任期等

役職名

主事 高遠節夫（学生） 黒田孝春（教務）・大木正喜（寮務）

鴇田正俊（教務）・鬼塚信弘（教務） 福地健一（教務）

主事補 丸山真佐夫（学生）・青木優介（学生） 室井美稚子（学生）

荒木英彦（寮務）・板垣貴喜（寮務） 岡本峰基（寮務）

専攻科長 天摩勝洋(専攻科長：Ｊ）・石川雅之(副専攻科長：Ｅ）

学科・学系主任

専攻主任 上原正啓（ME） 増田重史（DJ）・佐藤恒明（CC）

図書館長 田村和士（基）（任期：H18.4～H19.3）

ﾈｯﾄﾜｰｸ情報ｾﾝﾀｰ長

実習工場長 石出忠輝（M）

学生相談室長 中村俊昭（人）

地域共同ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ長

学年主任 １年　 山下哲 ２年　 坂田洋満 ３年　 内田洋彰 ４年　 石井孝一 ５年　 臼井邦人 （任期：H18.4～H19.3）

Ｍ１　 加藤達彦 Ｍ２　 坂田洋満 Ｍ３　 内田洋彰 Ｍ４　 小田功 Ｍ５　 鈴木久夫

Ｅ１　 鈴木道治 Ｅ２　 吉井文子 Ｅ３　 岡本保 Ｅ４　 石井孝一 Ｅ５　 柏木康秀

学級担任 Ｄ１　 山下哲 Ｄ２　 泉源 Ｄ３　 柴田育子 Ｄ４　 大橋太郎 Ｄ５　 臼井邦人 （任期：H18.4～H19.3）

Ｊ１　 栗本育三郎 Ｊ２　 関口昌由 Ｊ３　 武長玄次郎 Ｊ４　 東雄二 Ｊ５　 齋藤康之

Ｃ１　 五十嵐讓介 Ｃ２　 高橋邦夫 Ｃ３　 石川雅朗 Ｃ４　 高橋克夫 Ｃ５　 石田博樹

留学生指導教員 内田（M）・小田（M）・ 鈴木（M）・熊谷（E）・柏木（E）・岡本（E）・鴇田（D）・臼井（D）・東（Ｊ）・齋藤（Ｊ）・大木（C） （任期：H18.4～H19.3）

セクハラ相談員 高遠（学）・中村（相長）・原（庶務課長）・愛甲（ｶｳﾝｾﾗｰ）・柳澤（看護師）・室井（人）・高橋光（学生課） （任期：H18.4～H20.3）

任期等

委員会名

入試委員会 ◎黒田（教）・鴇田（補）・鬼塚（補）・福地（補）

教務委員会 ◎黒田（教）・鴇田（補）・鬼塚（補）・福地（補）

学生委員会 ◎高遠（学）・丸山（補）・青木（補）・室井（補） 石井（E）・大橋（D）・米村（J)

寮務委員会 ◎大木（寮）・荒木（補）・板垣（補）・岡本（補）

専攻科委員会 小田（M）・高上（Ｄ） 五十嵐（人）・鎌田（基）

将来構想検討委員会

総合情報ﾒﾃﾞｨｱ委員会

国際交流委員会

自己点検等委員会

施設整備専門委員会 ◎黒田（教）・会計課長・学生課長

広報委員会 庶務課長

ﾌｧｶﾙﾃｨ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ
推進委員会

◎黒田（教）・学生課長

JABEE認定･認証評価
推進委員会

庶務課長

中期計画推進委員会 庶務課長

情報公開委員会

重点研究等推進委員会

学生相談室委員会 ◎中村（相長）・学生課長

地域共同ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ
運営委員会

実習工場運営委員会 ◎石出（工長）・事務部長 石川（E）・大橋（D)

技術教育支援ｾﾝﾀｰ
運営委員会

SCS事業運営委員会
（SCS事業運営部会）

◎黒田（教）・事務部長・学生課長

図書館運営部会 ◎田村（図長）・事務部長 坂元（D）・米村（J）

ﾈｯﾄﾜｰｸ情報ｾﾝﾀｰ
運営部会

安全衛生委員会

◎は委員長，斜字は校長が必要と認めた者，（教）は教務主事，（学）は学生主事，（寮）は寮務主事，（補）は主事補，

　（科長）は専攻科長，（副科長）は副専攻科長，（図長）は図書館長，（ネ長）はﾈｯﾄﾜｰｸ情報ｾﾝﾀｰ長，（相長）は学生相談室長，（テ長）は地域共同ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ長，

　（技長）は技術教育支援ｾﾝﾀｰ長，（副長）は副ｾﾝﾀｰ長，（工長）は実習工場長，（衛管）は衛生管理者，（安管）は安全管理者，（産医）は産業医の略

◎高橋（Ｍ）・加藤（人）・小澤（人）・福地（基）・山下（基）・大澤
（E）・鈴木（D）・大枝（J）・青木（C）

関口（基）・内田（M）・柏木（E）・橘川（D）・和田（J）・高石（Ｃ）・
高山（庶）・木村（学生課）・水野（学生課）

岩崎（人）・関口（基）・小田（M）・飯田（E）

篠村（人）

関口（基）・小田（M）・臼井（D）・石川（C）

吉井（基）・大枝（J）・青木（C）・柳澤（学生課）

岡本（E）・伊藤（D）

和田（J）

柴田（人）・田所（基）・黄野（M）・吉崎（E）・高石（C）

坂元（D）・大枝（J）・上村（C)

小林暁（ｾﾝﾀｰ長：J）・岩崎洋一（副ｾﾝﾀｰ長：人）・飯田聡子（副ｾﾝﾀｰ長：E）

柴田（人）・相川（基）・内田（M）・泉（D）・栗本（J）

任期（平成１８年４月～平成２０年３月）

委 員 名

任期（平成１７年４月～平成１９年３月）役職指定

清野（人）・金子（基）・石出（M）・飯田（E）・橘川（D）・東（J）

武長（人）・鈴木（基）・林田（M）・浅野（E）

鈴木聡（副ｾﾝﾀｰ長：D）・佐藤恒明（副ｾﾝﾀｰ長：C）

関口（基）・小田（M）・飯田（E）・齋藤（J）

◎天摩（科長）・石川（副科長）・上原（ME）・増田（DJ）・佐藤
（CC）
◎黒田（教）・高遠（学）・大木（寮）・篠村（人）・相川（基）・高橋
（M）・上原（E）・高上（D）・増田（J）・佐藤（C）・天摩（科長）・事
務部長・庶務課長・会計課長・学生課長

坂田（人）・山下（基）・黄野（M）・石井（C）

◎黒田（教）・高遠（学）・大木（寮）・篠村（人）・相川（基）・高橋
（M）・上原（E）・高上（D）・増田（J）・佐藤（C）・天摩（科長）・事
務部長・庶務課長・会計課長・学生課長

◎黒田（教）・田村（図長）・小林（ネ長）・事務部長

役 職 者

任期（平成１７年４月～平成１９年３月）

篠村朋樹（人）・高橋秀雄（M）・佐藤恒明（C）

大澤寛（ｾﾝﾀｰ長：E）・石出忠輝（副ｾﾝﾀｰ長：M）

任期（平成１８年４月～平成２０年３月）

岩崎（人）・臼井(D）・石川（C）

相川正美（基）・上原正啓（E）・高上輝雄（D）・増田重史（J）

◎大澤（テ長）・鈴木聡（テ副長）・佐藤（テ副長）・石出（テ副
長）・事務部長

齋藤（J）

五十嵐（人）・高橋（基）・東（J）・高橋（C）

小田（M）・大澤（E）・鈴木（D）

相川（基）・大藤（M）・上原（E）・鴇田（D）・増田（J）・高橋（C）

◎学生課長（技長）・金井（技副長）・石出（工長）・小林（ネ長）・
秋葉（班長）・白井（班長）

◎校長・黒田（教）・高遠（学）・大木（寮）・篠村（人）・相川（基）・
高橋（M）・上原（E）・高上（D）・増田（J）・佐藤（C）・天摩（科
長）・事務部長・庶務課長・会計課長・学生課長

◎校長・黒田（教）・高遠（学）・大木（寮）・事務部長・庶務課長・
会計課長・学生課長

◎小林（ネ長）・岩崎（ネ副長）・飯田（ネ副長）・事務部長

臼井（D）・小林（J）・石川（C）

中村（人）・相川（基）・内田（M）・熊谷（E）・橘川（D）・大木（C）・
鬼塚（教補）・立石（学生課）・須賀（学生課）

◎校長（代理　高遠（学））・清野（衛管）・会計課長（安管）・大
日方（産医）

佐藤（C）

熊谷（E）・佐藤（C)

坂田（人）

◎橘川（D）・ 加藤（人）・吉崎（E）・伊藤（D）・和田（J）

小澤（人）・相川（基）・小平（Ｅ）・鈴木（Ｄ）・鬼塚（教補）

◎鴇田（Ｄ）・小澤（人）・加藤（人）・鎌田（基）・福地（基）・山下
（基）・石出（Ｍ）・内田（Ｍ）・岡本（Ｅ）・飯田（Ｅ）・岡本（Ｄ）・和
﨑（Ｊ）・齋藤（Ｊ）・上村（Ｃ）・青木（C） （任期：Ｈ17.10～H19.3）

吉井（基）・林田（M）・上村（C）

高橋（基）・石出（M）・石川（E）・鈴木（D）・和崎（J）・石田（C）

◎荒木（人： 任期H18.4～H20.3 ）・ 内田（M）・小田（M）・ 鈴木（M）・熊谷（E）・柏木（E）・岡本（E）・鴇田（D）・臼井（D）・東（Ｊ）・齋藤（Ｊ）・大木（C）（任期H18.4～H19.3）

 

（出典 2006年度学内役職者一覧） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 教育活動を展開する上で重要な事項を審議・運営する組織として，運営協議会を主軸に，諮問機関

としての教官会議，教育課程全般にかかわる事項を担う教務委員会，専攻科特有の事項を担う専攻科

委員会，組織・運営の改善方策を担う将来構想検討委員会が設置されている。これらの委員会は，各

学科・学系の教員により構成され，均整の取れた人員配置となっている。各委員会は年間十数回の会

議を開き，懸案事項の審議・実行を行っている。これらの委員会を統制し，教育課程全体を企画調整

する役割を運営協議会が担っており，各委員会の審議結果は運営協議会に報告され，承認を受けた上

で実行されている。 

 以上のことから，教育活動全体を企画調整し，有効に展開するための検討・運営体制が整備され，

審議などの十分な活動が行われている。 

 

観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，2004年度より一般科目（数学・物理・化学等）と専門科目の懇談会を年２回開催して

おり，カリキュラム改善や授業改善のための議論を行っている（資料２－２－②－１）。懇談会では，

５年間一貫教育を円滑に実施するために，科目対応を検討・確認している。また，専門と一般科目の

授業内容の対応を考慮した上で，専門学科と人文・基礎学系の教員による相互の授業見学も行ってい

る（資料２－２－②－２）。この懇談会の活動による教育課程改善の成果の一例として，2006年度

から実施しているカリキュラム改訂があげられる。数学科・電子制御工学科懇談会（資料２－２－②

－３）において，応用数学について第５学年で行われていた関数論（資料２－２－②－４）を，編入

学試験を配慮して，第４学年で行いたい（資料２－２－②－５）との提案がなされ，それを反映した

カリキュラム改訂が行われた。 

 また，これら一般科目と専門科目の内容の連携が，教員・学生に対し明確になるよう，シラバスに

「関連科目」を記述する欄を設けている（資料２－２－②－６）。 
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資料２－２－②－１ 

「教科と学科の懇談会」実施依頼 

 

（出典 2005年度ﾌｧｶﾙﾃｨ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ委員会教科と学科の懇談会の実施依頼書） 
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資料２－２－②－２ 

数学科と電子制御工学科の懇談会資料 

 

授業見学日程調整表（数学科目） 

 

 

授業見学日程調整表（専門科目） 

 

（出典 2004年度授業改善研究会（数学科・電子制御工学科懇談会）資料） 
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資料２－２－②－３ 

平成１６年度 授業改善研究会（数学科・電子制御工学科懇談会） 

１． 日時 平成16年12月16日（木） 16：30～18：00 

２． 場所 第２研究棟3階 専攻科ゼミ室B 

３． 出席者 （FD推進委員会） 鈴木聡，小沢 

      （数学科） 高遠節夫，鎌田勝，関口昌由，鈴木道治，山下哲，金子真隆 

大塚浩史 

      （電子制御工学科） 角田幸紀，橘川五郎，鴇田正俊，（鈴木聡），臼井邦人， 

           大橋太郎，泉源，岡本，峰基，坂元周作 

４． 議事 

（１）専門科目と数学の科目間対応について 

山下先生から添付資料 1についての説明があり，何ヶ所かの検討事項はあるものの全体として

は大きな不整合がないとことが確認された。 

＜検討事項＞ 

○２年前期における電気磁気学Ⅰにおいて，微分，積分等の基礎知識が必要なため授業開始時

にこれらの項目について説明しているとの報告があった。これに対し，数学でもできるだけ

早い時期に実施を心がけているが，他の項目等の関係からこれ以上早い時期の実施は難しい

との説明があり，各専門科目で対応していくこととなった。 

○大学編入学を受験する学生から編入試験に「留数」が出題されており，応用数学での実施時

期を早めてほしいとの意見があるので，今後検討していくこととなった。 

○低学年の基礎数学から高学年での応用数学に至るまで各項目は全体として１回しか教えてな

いため，専門で十分役立っているかとの意見があった。添付資料 1で見る限りでは，数学で

の授業後に専門の授業にてそれら知識を繰り返し使用していることになっている。ただし，

学生にとって数学の授業での知識と専門での数学知識とが一致していない部分もあるような

ので，できるだけ数学と専門で同じような記号の使用を検討し，また，専門科目にて低学年

で得た数学知識を合理的に工学へ応用さていくような工夫を心がけていくこととした。 

（２）新入生の学力試験の結果報告について 

  関口先生より，一斉テストの実施結果（添付資料２）について，連立不等式など新指導要領の

影響が出た項目があるが全体としてはここ数年間で大きな変化はないとの報告があった。ただ

し，低学年授業担当の先生からは，計算力が低下しているとの報告もあり，数学科としてはしば

らく様子を見ながら個別に対応していくとの姿勢が示された。 

（３） 公開授業について 

数学は分かりやすく丁寧な授業が実施されていた。 

  授業の最初で前回の復習，今回のポイントをきちんと説明していた。 

  教科書のない授業ではプリント等の使用を検討された方が良い。 

  机間巡視の薦め。学生とのコミュニケーションではできるだけ名前を呼ぶ方が良い。 

学生の指導の問題：授業中の飲食，遅刻，トイレへの途中退出が多い。 

などの意見が出された。 

添付資料 

1. 専門科目と数学の科目間対応表 

2. 新入生の学力試験の結果 

 

（出典 2004年度授業改善研究会（数学科・電子制御工学科懇談会）議事要旨） 
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資料２－２－②－４ 

電子制御工学科の専門科目と数学の対応表 

学年

専門科目
電子
回路
Ⅱ

制御
工学
Ⅱ

制御
機器

計算
機
制御
工学

精密
工学

熱流
体
力学

電子
材料

情報
工学

ロ
ボッ
ト工
学

シス
テム
工学

期 通年 通年 通年 通年 通年 通年 後期 通年 通年 前期
学年 数学の科目 期 数学の内容 担当教員 橘川 大橋 伊藤 呂 大森 古山 小松 清水 鴇田 杉山

○ ○
○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○
○

○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○ ○
○ ○

○
○

DJ1応用数学特論 後期
ネットワーク理論
偏微分方程式

５年 応用数学Ｄ 前期

複素数
正則関数

コーシーの積分定理
留数定理

記述統計学
推測統計学

応用数学Ｃ 後期

ベクトル関数
スカラー場
ベクトル場
線積分
面積分
積分定理

４年

応用数学Ａ 前期

ラプラス変換
逆ラプラス変換
フーリエ級数
フーリエ変換

応用数学Ｂ 前期
確率

常微分方程式
１階線形常微分方程式
２階線形常微分方程式
２階非線形常微分方程式

部分積分法

３年

解析Ⅱ 通年

級数
テイラー展開
偏微分
重積分

解析Ⅲ 前期

導関数
定積分
不定積分
置換積分法

２年

代数幾何 通年

ベクトル
行列式
行列

行列の固有値・固有ベクトル

解析Ⅰ 通年

極限

５年

 

 

（出典 2004年度授業改善研究会（数学科・電子制御工学科懇談会）資料より抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，2004年度より一般科目と専門科目の懇談会を行っている。懇談会開催前には専門学科と

人文・基礎学系の教員間で授業見学がなされており，授業方法改善に役立っている。この懇談会から

出された意見が，2006年度から施行されたカリキュラム改訂に反映されるなど，教育課程改善の成果

を上げている。また，専門科目と一般科目の関連内容を明確にし，専門学科と人文・基礎学系間の連

携がスムーズに行われるようシラバスに関連科目が明記してある。 

 以上のことから，本校では一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われてい

る。 

 

観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の事務組織は，庶務課・会計課・学生課と技術教育支援センターからなる（資料２－１－①－

２）。事務組織の各役割は木更津工業高等専門学校事務組織規程に明示されている（資料２－２－③

－１）。学生課は，修学指導，進路指導，課外活動など教育活動支援を主たる役割として担っている。

資料２－２－②－６ 

一般科目と専門科目の内容の連携 

 

（出典 2005年度シラバス電気電子工学科編26頁）

資料２－２－②－５ 

懇談会が反映されたカリキュラム改訂資料 

応用数学B：４年・後期・１単位 

 従来，専門学科によって内容が異なっていた応用数学 A～Dの各科目を，その煩雑性を改め

全学科共通にするために，本科目は「複素関数論」を学ぶ科目である。達成目標としては，授

業に関する内容やその問題について６割の正解が得られることである。 

（出典 木更津高専における教育改善－カリキュラムの見直し－D-２頁2006年３月発行）
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学級担任制の支援として，教員と学生課課長補佐が協力して学級担任の手引を年度ごとに改訂・作成

し，各学級担任へ配布している（資料２－２－③－２）。第１～３学年における特別活動（ＨＲ）で

は，事前に特別活動調整会議が開催され，その結果として行った活動計画を教務係から校長へと報告

されている。ＨＲ活動記録を資料２－２－③－３に示す。学級担任の教育活動を円滑に行えるように

支援する体制として，担任会や学科会議があげられる。担任会は各学年における学級担任で構成され，

合同ＨＲの実施打ち合わせやクラスの状況についての意見交換などを行っている（資料２－２－③－

４，資料２－２－③－５）。また，学科会議でも学級担任からの事案などを受け，審議や意見交換を

行い学級担任の教育活動を支援している（資料２－２－③－６，資料２－２－③－７）。 

本校には，学生のメンタルヘルスに関する業務を行う学生相談室が設置されている（資料２－２－

③－８）。学級担任が学生の精神面の健康状態を把握し，円滑な教育活動を行うため，学生相談室の

相談員と学級担任の打ち合わせや懇談会が年度当初に開かれている（資料２－２－③－９）。 

工業高等専門学校という性質上，各部・同好会の技術指導の専門知識を有する教員数には限りがあ

る。これを支援するため，各部・同好会には技術指導員をおくことができる（資料２－２－③－10）。 

財政的支援には，後援会が大きく貢献している（資料２－２－③－11）。部活動費，クラス運営に

かかる費用（担任経費），専攻科学生の学会発表支援などが後援会から助成されている（資料２－２

－③－12）。 
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資料２－２－③－１ 

木更津工業高等専門学校事務組織規程 

平成１２年４月１日

                               規 則 第 ４ 号

（趣旨） 

第１条 この規程は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（独立行政法人

国立高等専門学校規則第 1号）及び独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等

に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規則第 4号）第 9条並びに木更津工業高等

専門学校の組織及び運営に関する規則（昭和 56年規則第１号）第８条第１項の規定に基づ

き，木更津工業高等専門学校（以下「本校」という。）の事務組織及びその所掌事務について

定める。 

 （事務組織） 

第２条 本校の事務部に庶務課，会計課及び学生課を置く。 

～中略～ 

 （学生課の所掌事務） 

第５条 学生課においては，次の事務をつかさどる。 

（１）入学者の選抜に関すること。 

（２）学生の修学指導に関すること。 

（３）教育課程の編成及び授業に関すること。 

（４）学生の学業成績の整理に関すること。 

（５）学生の学籍に関すること。 

（６）学生の進路指導に関すること。 

（７）外国人留学生に関すること。 

（８）学生の賞罰に関すること。 

（９）学生の課外活動に関すること。 

（10) ネットワ－ク情報センタ－の事務に関すること。 

 (11) 学生募集等の広報に関すること。 

 (12) 学生課に属する公印の管守に関すること。 

(13) 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 

 (14) 学生の奨学金に関すること。 

 (15) 学生の入学料，授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。 

 (16) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

 (17) 学生の健康管理及び保健施設の管理運営に関すること。 

（18) 学生のカウンセリングに関すること。 

 (19) 学生の旅客運賃割引証その他証明に関すること。 

 (20) 学生寮の管理運営に関すること。 

 (21) 寮生の入退寮に関すること。 

 (22) 寮生の生活相談等に関すること。 

 (23) その他教務，厚生補導及び寮務に関する事務を処理すること。 

～以下省略～              （出典 木更津工業高等専門学校規則集210頁） 
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資料２－２－③－２ 

担任の手引き 

 

ま え が き 

 我々教員が担任として学生を指導する仕事は，学習の援助に止まらず，学校における学生生

活は勿論，学生の個人的生活にまで及んで，極めて広範囲，かつ，多岐にわたる。 

～中略～ 

また，新任の先生方が担任の仕事に困惑し，何か参考になる手引きのようなものがあればよい

と言う希望もあった。それで，担任として毎年経験する指導上の要点や，日常の校務を整理

し，手引きにまとめて，担任の参考に供することになった。 

 この手引きは，学級経営のための参考資料であり，学級担任の便宜を図るものであって，模

範でもなければ完全無欠なものでもない。担任自らがこの手引きの足りないところを補い，創

意工夫をこらして主体的に取り組むことが何よりも大切であることは言うまでもない。 

 繁忙の生活のための防備録として，日常に利用し，学級経営，学生指導の一助となれば幸い

である。 

 

目          次 

 

１．学級担任の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．学級担任の基本姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３．各学年の指導上のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

４．学生の健康管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

５．事件事故防止に関する指導・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

６．特別活動（Ｈ・Ｒ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

７．学級担任の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

 

付録１ 

 学生及び家族の不幸と受難への対応・・・・・・・・・・・・・・31 

 

～以下省略～ 

（出典 2005年度担任の手引より抜粋）
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資料２－２－③－３ 

平成17年度前期特別活動実施記録 

環境都市工学科     第１学年  

回数 月  日 活 動 内 容 場 所 

１ 4月 14日 1年合同HR／新入生合宿研修準備 図書館ホール 

２ 4月 21日 新入生合宿研修 鴨川青年の家 

３ 4月 28日 合宿研修の反省  

４ 5月 12日 1年合同HR／ネチケットについての指導 図書館ホール 

５ 5月 19日 球技大会の打ち合わせ  

６ 5月 26日 学園祭企画の話し合い  

７ 6月  2日 中間試験の事前指導  

８ 6月  9日 中間試験  

９ 6月 16日 1年合同HR／エイズ講話 図書館ホール 

１０ 6月 23日 担任指導（学園祭クラス企画の話し合い）  

１１ 6月 30日 担任指導（学園祭クラス企画の話し合い）  

１２ 7月 7日 環境整備 グランド 

１３ 7月 14日 夏季休業前の指導  

１４ 9月 1日 担任指導（夏季休業中の反省）  

１５ 9月 8日 学園祭クラス企画準備  

１６ 9月 15日 学園祭クラス企画準備  

注．場所の欄には，教室以外の場所を使用する場合記入して下さい。 

（出典 2005年度特別活動報告） 
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資料２－２－③－４ 

学級担任会議 

（学級担任会議） 

第 30条 各学級担任が，担当事項について連絡協議するため，本校に学級担任会議を置

く。 

２ この会議に議長を置き，構成員の互選によって定める。 

３ この会議の運営その他必要事項については，学級担任会議が定める。 

４ この会議の事務は，学生課において処理する。 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集206頁）

資料２－２－③－５ 

平成17年度担任会記録 

第１学年  

回数 月  日 概要 

１ ２月１０日 新入生合宿研修の内容についての打ち合わせ 

２ ２月１７日 新入生合宿研修の内容についての打ち合わせ 

３ ２月２８日 新入生合宿研修の内容についての打ち合わせ 

４ ４月６日 始業式，オリエンテーションなどの日程についての打ち合わせ 

５ ４月２５日 各クラスでの現在の様子についての報告会など 

６ ５月２日 １年の問題行動について 

７ ５月９日 ６月のエイズ講習会についての打ち合わせなど 

８ ５月１６日 ６月のエイズ講習会についての打ち合わせ／合宿研修の感想文などについて 

９ ５月３０日 １年学園祭企画についての打ち合わせなど 

１０ ６月２０日 前期中間試験の結果についての扱い／保護者面談についての情報交換 

１１ ７月４日 １年の問題行動について 

１２ １０月４日 最近の各クラスの状況についての意見交換 

１３ １０月２４日 １年のいじめ問題について 

１４ １１月１４日 最近の各クラスの状況についての意見交換 

１５ １２月６日 ３月の校外見学について／交通講話についての打ち合わせ 

１６ １月１６日 交通講話についての打ち合わせなど 

１７  2月 6日 来年度1年担任会との意見交換 

１８  3月 9日 学年末に起きた一連の事件について 

１９  3月 15日 来年度2年担任会との引継ぎ 

（出典 2005年度担任会記録） 
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資料２－２－③－６ 

学科会議及び学系会議 

（学科会議及び学系会議） 

第 31条 学科主任及び学系主任の所掌する校務に関して連絡協議するため，各学科及び学系

に，それぞれ学科会議又は学系会議を置く。 

２ これらの会議は，当該学科又は学系に属する専任教員又は関係職員をもって構成し，当該

学科主任又は学系主任が主宰する。 

       （出典 木更津工業高等専門学校規則集206頁）

資料２－２－③－７ 

学科会議資料 

～以下省略～ 

（出典 2005年度第16回電気電子工学科学科会議議事要旨より抜粋）
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資料２－２－③－８ 

木更津工業高等専門学校学生相談室規程 

昭和61年2月20日

規 則 第 9 号

(設置) 

第1条 木更津工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に，学生相談室を置く。 

 (業務) 

第 2条 学生相談室は，学生の修学その他の日常生活に関する諸問題について本校の学生の個

人相談に応じるとともに，次の業務を行う。 

(1) 学生のメンタルヘルスに関すること 

(2) 学生相談室の管理及び運営に関すること 

 (室長及び相談員) 

第3条 相談室に，室長及び相談員を置く。 

２ 室長は，相談業務に従事するとともに室務を総括する。 

３ 相談員は，相談業務に従事する。 

 (委嘱) 

第4条 室長は，教授又は助教授の中から校長が委嘱する。 

２ 相談員は，次の各号に掲げる者について校長が委嘱する。 

 一 室長が推薦した者    若干名 

 ニ 校長が必要と認めた者  若干名 

３ 室長及び相談員の任期は2年とし，再任を妨げない。 

第 5条 相談室の管理運営に関し審議するため，学生相談室委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

２ 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

 一 室長 

 ニ 相談員 

 三 学生課長 

 四 その他校長が必要と認めた者 

３ 室長は，委員会を招集し，その議長となる。 

 （庶務） 

第6条 相談室に関する庶務は，学生課学生係において行う。 

～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集547頁）
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資料２－２－③－９ 

学生相談室と学級担任との打ち合わせ 

 

-----Original Message----- 

From: 学生係１ [mailto:■■■@■■■■■.jp]  

Sent: Tuesday, May 17, 2005 5:19 PM 

To: 柳沢 静代; 中村 俊昭; 高橋 邦夫; 小田 功; 大澤 寛 ; 鈴木 聡 ; 青木 優介; 大

枝 真一; 学生課長; 清野 哲也; 鈴木 道治; 金子 真隆; 室井 美稚子; 小澤 健志; 篠村 

朋樹; 鎌田 勝; 石井 孝一; 岡本 峰基; 平安 隆雄; 福地 健一; 和崎 浩幸; 石川 雅朗; 

鈴木 久夫; 柏木 康秀; 臼井 邦人; 石田 博樹; 齋藤 康之; 石出 忠輝; 和田 州平; 上村 

繁樹; 飯田 聡子 

Subject: 学生相談室と学級担任との打ち合わせ 

 

           平成１７年５月１７日 

学生相談室委員 

学級担任    殿   

 

             学生相談室長 

 

 下記の通りカウンセラーと学級担任との 

打ち合わせを行いますのでご参集ください。 

          記 

１．日時  ６月７日（火）１３時３０分から 

２．場所  第一会議室 

 

 

************************************ 

木更津工業高等専門学校 

〒292-0041 

木更津市清見台東2-11-1 

学生課学生係 高橋光子 

℡ 0438（30）■■■■ 

e-mail ■■■@■■■■■.jp 

************************************ 

 

（出典 学生相談室と学級担任との打ち合わせ連絡メール）



木更津工業高等専門学校 基準２ 

- 96 - 

 

資料２－２－③－10 

木更津工業高等専門学校学友会部・同好会技術指導員要領 

昭和56年9月17日 

細 則 第 14 号 

１ 本校学友会の部・同好会活動の技術を向上させるため，技術指導員（以下｢コーチ｣とい

う。）を置くことができる。              

２ コーチは，指導教員の指示を受けて，専門的技術指導に当たるものとする。 

３ コーチは，指導教員の推薦に基づき校長が委嘱する。ただし，学内者からの委嘱は勤務時

間外とし，本務に支障を来たさないよう配慮するものとする。 

４ コーチは，特定の日時に技術指導に当たる。 

 

～以下省略～ 

（出典 木更津工業高等専門学校規則集569頁）

資料２－２－③－11 

木更津工業高等専門学校後援会会則 

(名称及び事務所)  

 第１条  この会は,木更津工業高等専門学校後援会(以下｢本会｣という。)と称する。 

 第２条 本会は,事務所を木更津工業高等専門学校内に置く。 

 (目的及び事業) 

 第３条  本会は,木更津工業高等専門学校(以下｢木更津高専｣という。)の充実振興について後

援し,もって同校の発展に寄与することを目的とする。 

 第４条 本会は，前条の目的を達成するために,次の事業を行う。 

 (1) 学校の諸施設,設備の充実助成に関すること。 

 (2) 学生の課外活動並びに福利厚生の助成に関すること。 

 (3) 教職員の研究の助成に関すること。 

 (4) 就職先の開拓及び斡旋の助成に関すること。 

 (5) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

 (会員) 

 第５条 本会は,次の会員をもって組織する。 

  (1) 正会員  木更津工業高等専門学校に在学する学生の保護者。 

  (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人及び団体。 

～以下省略～                        （出典 後援会会則１頁） 
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資料２－２－③－12 

後援会総会資料 

 

平成１８年度後援会クラブ活動助成費関係等の支出基準について（通知） 

 

  このことについて，学生保護者より後援会会費（入会金 15,000円 年会費 18,000円）を原

資として従来より下記のとおり各方面にわたり補助等をしておりますが，平成 18年度の取り

扱いについてお知らせいたします。 

記 
       項 目             備                   考 

 ｸﾗﾌﾞ指導費  １部･１同好会の指導に対して部同好会当たり 

                5,000円 

後援会職員（学生課）に請求 

 ｸﾗﾌﾞ物品援助費   体育系 20,000円   文化系 15,000円 

  同好会 10,000円 

 希望物品一覧を学生課学生係へ提出 

 （１月 17日まで提出分） 

 課外活動指導費 

 
休日に４時間以上の部活動の指導を行った場合 

１回につき 1,200円 

合宿指導費 １泊の勤務につき 2,000円     

 部活動指導業務実施報告書を学生課 

 学生係へ速やかに提出 

 ｸﾗﾌﾞ引率旅費  交通費             実費 
 宿泊料              定額 

 日  当        定額 

 旅行内申書は学生課学生係へ提出活
動計画に合致しているものに限る 

 ただし，予算の範囲で調整あり 

 交通費             実費 

 宿泊料              定額 
 日  当        定額 

 旅行内申書は学生課学生係へ提出  地区大会遠征費等顧

問 
 

 

 
                 学

 負担割合   交通費・宿泊料及び弁当代の総額を後援会，学友会，学生で各 1/3 

        乗車券は参加人数により団券・学割適用 

全国体育大会遠征費       同    上 旅行内申書は学生課学生係へ提出 

 英語弁論大会旅費       同    上          同    上 
 文化発表会旅費            同    上          同    上 

 

 

 

 

 
ク 

 

 
ラ 

 

 
ブ 

 

 
活 

 

 
動 

 

 
助 

 

 
成 

 

 
費 

 
 その他の旅費等 

 

 交通費  実費 
 宿泊料  定額 

 その他  実費 

 日  当  定額 
(山岳部夏・冬山行，ホッケー部東日本大会，棋 

道部全国将棋大会，自動車部エコラン大会等） 

         同    上 

 学生指導費  主事(3名）主事補（9名）専攻科長 金額 10,000円 

副専攻科長 金額 10,000円 

  後援会職員（学生課）へ各自で請

求 

 学級担任経費      １ｸﾗｽ  10,000円   学年主任が代表して学年分を一括

して学生課の後援会職員へ請求 

 担任経費 

 学年共通経費      各学年 20,000円  経費は学年主任が後援会職員（学生

課）に各自で請求 

 新入生歓迎会              各学科  10,000円  学生課学生係へ領収書を提出 

 卒業生追出会              各学科  10,000円  学生課学生係へ領収書を提出 

 弔慰金  学生の父母（生計を同一にしている者）が亡 

 くなった場合             金額 10,000円 

 担任教員は，学生課学生係へ連絡 

 

厚 

 
生 

 

補 
 

導 

 
関 

 

係 
 

等 

 

 表彰関係  表彰規程に定める表彰該当者に表彰状及び記 

 念品 

  各種大会等で上位入賞の場合は学 

 生課学生係へ連絡（推薦書提出） 

 卒業生就職懇談会               各学科 20,000円   領収書を学生課学生係へ提出 
 就職依頼旅費  就職開拓旅費       各学科 30,000円 旅行内申書を学生課学生係へ提出 

 卒業研究資料代  卒業研究資料代    指導教員各 10,000円   領収書を後援会職員（学生課）へ 
 専攻科等研究補助  論文発表１回につき 10,000円上限（交通費実費） １人

年２回限度 
  後援会職員へ請求（専攻主任か
ら） 

 

就 

職 
対 

策 
専攻科ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀ

ﾝﾄ 
１人週４時間，年４８時間上限 後援会職員へ請求（専攻科長から） 

  （出典 後援会総会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，学級担任が円滑に教育活動を実施するために，学生課では教育課程の編成・実施，進路

指導，課外活動など多岐にわたる分野で支援を行っている。また，担任会，学科会議，学生相談室な

どの体制があり，人的支援を行っている。部・同好会の技術指導員を置くことができる制度なども整

えられている。後援会からの財的支援も大きく，クラブ活動費，クラス運営費，専攻科生の学会発表

費用などが助成されている。 

 以上のことから，本校では教育活動を円滑に実施するための支援体制が整備され，それらの体制は

十分に機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 本校では，一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携の一環として「教科と学科の懇談会」は

2004年度から実施されている。また，創設当時から談話室という教職員用コミュニティルームを設け

てきた背景もあり，積極的な議論が交わされた懇談会の内容から教育課程の改善に至るまでの成果を

上げている。しかし，改善した教育課程が円滑に実施されなければ意味をなさない。本校は，事務部，

学科学系教員，後援会が一丸となり，学生に最も近い場所で教育活動や校務を行う学級担任や指導教

員への教育支援を行っていることで，円滑な教育課程が機能的に実施されている。 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

 準学士課程には，機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科，情報工学科，環境都市工学科の

５学科が設置されている。専攻科課程には，機械・電子システム工学専攻，制御・情報システム工学

専攻，環境建設工学専攻の３専攻が設置されている。人文・基礎学系を含めた５学科２学系及び３専

攻が本校の教育方針に沿った学習・教育目標をふまえて教育目的を定め，教育を実施する体制となっ

ている。 

全学的なセンターであるネットワーク情報センターは，全学科の専門及び一般科目の授業で使用さ

れている。ネットワーク情報センターは授業による使用時間外は学生に開放されており，自学自習の

場となっている。以上のことから，ネットワーク情報センターは教育の目標を達成する上で適切に設

置・運用されている。 

 教育活動を展開する上で重要な事項を審議・運営する組織として，運営協議会を主軸に，教官会議，

教務委員会，専攻科委員会，将来構想検討委員会が設置されている。各委員会を統制し，教育課程全

体を企画調整する役割を運営協議会が担っており，委員会の審議結果は運営協議会に報告され，承認

を受けた上で実行されている。以上のことから，教育活動全体を企画調整し，有効に展開するための

検討・運営体制が整備され，審議などの十分な活動が行われている。 

 本校では，学級担任が円滑に教育活動を実施するために，学生課では教育課程の編成・実施，進路

指導，課外活動などの多分野で支援を行っている。また，担任会，学科会議，学生相談室などの体制

があり，人的支援を行っている。財的支援では，クラブ活動費，クラス運営費，専攻科生の学会発表

費用などが後援会から助成されている。以上のことから，本校では教育活動を円滑に実施するための

支援体制が整備され，それらの体制は十分に機能している。


